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※ご確認ください。�
健康保険法改正により、今回送付の保険証の有効期限がそれぞれ設定されています。�
�

上記以外の人の有効期限は平成20年９月30日となっています。�

・老人保健医療受給者証（白色）をお持ちの人�

平成20年4月1日からの新た
な保険証が後期高齢者医療広
域連合より送られます。�

・高齢受給者証（白色）をお持ちで、昭和7年10月
　1日～昭和8年3月1日生まれの人�

・高齢受給者証（白色）をお持ちで、昭和8年3月
　2日～昭和8年3月31日生まれの人�

・高齢受給者証（白色）をお持ちで、昭和8年4月
　1日～昭和8年9月30日生まれの人�

・退職医療保険証をお持ちの退職被保険者本人で、
　昭和18年3月31日以前に生まれた人�

・退職医療保険証をお持ちで退職被保険者本人が昭和18 �
　年3月31日以前に生まれた人の被扶養者（家族）の人�

平成20年3月31日�

75歳の誕生日の前日�

75歳誕生日からの新たな保
険証が75歳誕生日までに後
期高齢者医療広域連合より送
られます。�

平成20年3月31日�
平成20年4月1日からの新た
な一般国保被保険者証が送ら
れます。�

有効期限の個別設定がされているケース� 有効期限� 有効期限以降の保険証�


